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○ 名称を「医療用ゴム栓組成物」とする発明につき，補正発明の技術的課題と刊行物１に記

載の技術的課題の対比を誤り，補正発明と対比すべき技術的思想がないのに刊行物１に記

載の事項を漫然と抽出して補正発明と対比すべき引用発明として認定した誤りがあり，ひ

いては補正発明を刊行物１に記載の引用発明から容易に想到しうるものと誤って判断した

ものというべきであるとして，特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審

決を取り消した事例 

（関連条文）特許法２９条２項 

 

１ 事案の概要 

 本件は，特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，

進歩性の有無である。 

 

２ 裁判所の判断 

刊行物１に記載の針刺部分組成物は，当該組成物から得た針刺部分を針の針刺方向に撓ませて針

刺し止栓を成形することが，液漏れのない針刺し止栓を得るために必要であるのに対し，補正発明

の構成物は，ゴム栓組成物の成形物が針の針刺方向に撓ませて止栓本体と一体化して成形されてい

なくとも，特許請求の範囲で特定された組成及び硬さを有するものであれば，使用時に液漏れを生

じないものとして発明されたものである。具体的には，本願明細書で実施例１ないし３及び比較例

１ないし５として記載された８種のゴム栓組成物は，いずれも刊行物１において補正発明と対比す

べき発明に係る針刺し止栓の針刺部分の組成及び硬さを満たすものであるところ，刊行物１の記載

によれば，これら８種の組成物を使用して製造した針刺部分は，これを針の針刺方向に撓ませて針

刺し止栓を成形する構成を伴うことにより，液漏れが生じない針刺し止栓を得ることができる。一

方，本願明細書の記載によれば，これら８種の組成物の中で，実施例として記載の３種の組成物，

ひいては特許請求の範囲に記載されたベースポリマーの種類及び分子量，軟化剤及びポリプロピレ

ンの配合量，並びに硬さに特定された組成物のみが，針刺部分を針の針刺方向に撓ませて針刺し止

栓を成形するという手法を用いなくとも，液漏れのない医療用ゴム栓を得ることができるというも

のである。そうすると，補正発明は，当裁判所が認定した刊行物１に記載の上記組成物におけるベ

ースポリマーの種類及び分子量，軟化剤及びポリプロピレンの配合量，並びに組成物の硬さを特定

の範囲に限定することにより，針刺部分を針の針刺方向に撓ませて針刺し止栓を成形するという手

法を用いなくとも，液漏れのない医療用ゴム栓を得ることができる効果を見出したものということ

ができる。そして，針刺部分を針の針刺方向に撓ませて針刺し止栓を成形することを液漏れのない

針刺し止栓を得るために必要とする刊行物１記載の針刺部分組成物のベースポリマーの種類及び

分子量，パラフィン系オイル及びポリオレフィンの配合量，並びに硬さの範囲の中から，針刺部分



を針の針刺方向に撓ませることが不要な特定の組成を見出すという発想は，刊行物１の記載から見

出すことができず，刊行物１に記載の事項と補正発明とでは前提とする技術的思想が異なるもので

ある。すなわち，補正発明の構成は，前記の技術的課題からの発想に伴うものであり，そのような

発想である技術的思想が上記のとおり刊行物１には記載も示唆もない以上，そのような発想と離れ

た組成物が刊行物１に記載されているとしても，そこに，補正発明の構成が容易想到であると認め

るまでの発明としての構成が記載されているということはできない。 

審決は，補正発明の技術的課題と刊行物１に記載の技術的課題の対比を誤り，補正発明と対比す

べき技術的思想がないのに刊行物１に記載の事項を漫然と抽出して補正発明と対比すべき引用発

明として認定した誤りがあり，ひいては補正発明を刊行物１に記載の引用発明から容易に想到しう

るものと誤って判断したものというべきである。 

 

 

 

 

 


